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研究成果の概要（和文）：本研究は、パーソナルデータに関わる法分野を横断的に検討し、それぞれの保護と利
活用の構造とその特性を明らかにした。本研究はまた、パーソナルデータの高度な利活用がプライバシーにとっ
て深刻な脅威となりうる一方、課題解決を通じてより多様な生き方を包摂し構成員の尊厳を確保する社会をもた
らすことを明らかにしつつ、よりきめ細やかな実体的な調整の方向性を示した。そして、手続的・組織的規律、
ソフトロー、データ保護・管理技術や経済的インセンティブの活用、自主規制・共同規制等の組み合わせを通じ
て、データ利活用に関する透明性と個人のコントローラビリティを高める必要性を明らかにした。

研究成果の概要（英文）：This research examines many legal fields and clarifies the structure and 
characteristics of protection and utilization of personal data. Then, the research also reveals that
 utilization of personal data can be a serious threat to privacy, while it can bring “Society 5.0”
 with inclusiveness, diversity and dignity, and indicates the direction of more practical 
coordination between protection and utilization in each legal field. Finally, this research makes 
clear that the combination of procedural and organizational disciplines, “soft law”, data 
protection and management technologies and economic incentives, self-regulation and co-regulation 
should increase the transparency of data utilization and individual’s controllability.

研究分野： 租税法

キーワード： パーソナルデータ　プライバシー　個人情報保護法　行政機関個人情報保護法　社会保障・税番号　通
信の秘密

  ３版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究の学術的意義として、各法分野に固有のデータの保護と利活用のあり方を明らかにするとともに、パーソ
ナルデータ利活用のもたらすリスクと便益の調整について各分野を横断するきめ細やかな調整の方向を示し、あ
わせて柔軟な規制手法の組み合わせの意義と課題を明らかにしたことが挙げられる。本研究の社会的意義として
は、社会保障・税番号等の公的部門及び労働、医学研究・医療、金融分野における「利活用のための保護」のあ
り方や、カメラ画像・情報銀行等における透明性の必要等を明らかにし、政策や実務に影響を与えた点が挙げら
れる。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 情報技術が急速に発展し情報の利活用のニーズが増大する現代社会において、個人のプライ
バシーの保護と、公的機関、公衆および利害関係者による情報の利活用の確保は情報化社会の
基盤を成す重要な要請であり、情報の性質・文脈毎に両者のバランスを調整する仕組みを構築
することが課題となる。しかし法制度の設計および公共部門・民間の実務においてはこの２つ
の要請が注意深く調整されておらず、いずれかに偏った制度や実務が様々な分野で見られる。
プライバシー保護と情報の利活用の調整に関する一般的な法制度である個人情報保護法・行政
機関個人情報保護法は、個人に関する情報のうち個人識別性のあるものを「個人情報」と定義
し、その利用・提供等について「法令に基づく場合」その他の抽象的な要件を定めるにとどま
り、各分野において実務の指針となるのはガイドラインや自主規制等のソフトローであるが、
これらが先の課題を実現しているかどうか疑わしい事例が多い。 
さらに、個人情報保護法制以外の個人に関する情報に関する諸法令の網羅的な見直しも必要

である。例えば、会社法 125 条は、株主および会社債権者による株主名簿の閲覧・謄写請求を
認めているが、平成 17 年改正はプライバシー保護の観点も踏まえて会計帳簿等の閲覧請求の
場合と同じ閲覧拒絶事由を定めた。しかし株主名簿と会計帳簿等とでは閲覧の対象となる情報
の質が大きく異なるため、拒絶事由の解釈・運用に大きな混乱が生じ、法制審議会会社法制部
会が拒絶事由の一部の削除を提案する結果となった。この場合には、会社の支配関係の透明性
という会社法上の要請とプライバシー保護の要請の調和について具体的な解決策を提示するこ
とが、法学研究者に求められている。これに対し、刑法 134 条の定める医師等の守秘義務は、
従来、患者の個人情報の秘匿に貢献するものであった。しかし医師等による情報開示が許され
る要件が明確でないため、医学研究や警察への通報よりも個人情報の秘匿が優先され、開示の
必要な場面に関する議論の展開が妨げられてきた。ここでは、プライバシー保護の要請を上回
る公益の実現がいかなる場合にいかなる限度で許されるかについて、法学者が解決基準を提示
することが要請されている。 
個人に関する情報を日常的に大量に取り扱っている地方自治体でも、例えば加害者がＤＶの

被害者の転居先の住民基本台帳を閲覧できる等の問題があり、先進的な自治体が窓口の運用で
台帳へのアクセスを制限する時代が長く続いた。しかし逆に近時の現場では、個人情報保護が
行き過ぎ、独居高齢者の見守りや虐待の防止のために必要な個人情報を出し渋る等の支障が生
じている場合も見られる。これに対して、平成 25 年に成立したいわゆる番号法は、社会保障・
税番号を導入し、ＩＤ連携により行政の効率性を高めるとともに、個人情報保護評価手続や特
定個人情報保護委員会制度を新たに導入した。さらに政府は現在、個人識別性を有するか否か
にかかわらず、個人に関する情報を広く「パーソナルデータ」として、ビッグデータとしての
利活用を可能とするよう個人情報保護法の改正を検討し、プライバシー・コミッショナー制度
の導入準備を進めている。しかし、そうした新たな法制度の下で、経済活動、公共部門、医療・
学術等の様々な文脈毎にプライバシー保護と情報の利活用を具体的に調整するための枠組みや、
パーソナルデータに関する各分野の法令の見直しを支える研究は、十分蓄積されているとはい
えなかった。 

 
２．研究の目的 
 本研究は、①パーソナルデータ（個人識別情報のほか、広く個人に関する情報を指す）を取
り扱う法分野を広く探索し、関連する法的問題を網羅的に摘出した上で、②各分野の特性及び
各種の情報の特性を相互に比較しつつ明らかにし、③プライバシー保護と情報の利活用という
２つの要請を適切に調整するための法理を、分野を横断し統合する形で提示することを、目的
とするものであった。 
 
３．研究の方法 
本研究の研究組織は、パーソナルデータに関する網羅的な調査と法分野横断的な検討という

本研究の目的に合わせて、情報法の研究者だけでなく、幅広い法分野から、また実態分析と広
範な海外調査を実施できるように、研究者を結集し編成した。しかし同時に、恒常的・機動的
に問題意識を共有し議論できる規模の組織とした。 
 研究期間の前半は、パーソナルデータに係る法的問題を網羅的に探索し、それぞれの問題を
分析することに重点を置く。そのために、３つの研究テーマを緩やかに設定し、それに対応さ
せて研究組織を、①経済活動班、②公共領域班、③技術・学術班に分けて、研究を進めた。研
究期間の後半は、研究代表者・研究分担者全員からなる全体会により、法分野を相互に比較し
つつ、各分野の制度設計・解釈・実務に資する形にまでパーソナルデータに関する法理を解明
することに重点を置いた。 
 本研究は、以下のとおり各班合同の研究会を 17 回、公開シンポジウムを 4（うち共催 1）回
開催した（肩書・所属は研究会等当時のものである）。 
○研究会 

●第 1回（2014年 7月 1日） 
「IT戦略本部『パーソナルデータの利活用に関する制度大綱』について」 報告者＝宍戸

常寿（研究分担者） 
●第 2回（2014年 9月 30日） 



 「秘密漏示罪の諸問題」 報告者＝樋口亮介（研究分担者） 
●第 3回（2014年 10月 14日） 
“The Acquisition and Dissemination of Employee Data: the Law of the European Union 

and the United States Compared” 報告者＝Matthew Finkin（イリノイ大学教授） 
●第 4回（2014年 12月 4日） 
 「金融市場参加者に課される取引情報開示義務―大量保有報告制度と空売り規制を題材に
して」 報告者＝加藤貴仁（研究分担者） 
●第 5回（2015年 2月 19日） 
 「遺伝情報の帰属・利用とゲノム研究規制」 報告者＝米村滋人（研究分担者） 
●第 6回（2015年 9月 15日） 
 「個人情報保護法改正について」 報告者＝宍戸常寿（研究分担者） 
●第 7回（2015年 12月 1日） 
 「捜査法の思考と情報プライヴァシー（権）」 報告者＝笹倉宏紀（慶應義塾大学教授） 
●第 8回（2016年 2月 10日） 
 「インターネット上の情報の削除請求に関する近時の裁判実務」 報告者＝赤川圭（弁護
士（アンダーソン毛利友常法律事務所）、コメンテーター＝上机美穂（札幌大学准教授） 
●第 9回（2016年 4月 14日） 
 「個人情報保護法の実務上の諸問題について」 報告者＝太田洋（弁護士）、井上健二（弁
護士）（いずれも西村あさひ総合法律事務所） 
●第 10回（2016年 4月 22日） 
 「個人情報の刑法的保護の可能性と限界について」 報告者＝佐藤結美（上智大学准教授） 
●第 11回（2016年 7月 26日） 
 「刑事立法論としてのコンピュータ・データの無権限取得罪」 報告者＝西貝吉晃（東京
大学特任講師） 
●第 12回（2016年 11月 18 日） 
 「犯罪捜査における GPS位置情報の活用とその法的規律について」 報告者＝尾崎愛美（慶
應義塾大学博士課程）、コメンテーター＝山田哲史（岡山大学准教授） 
●第 13回（2017年 2月 15日） 
 「AI・ロボット社会の進展と行政規制」 報告者＝横田明美（千葉大学准教授） 
●第 14回研究会（2018年 3 月 19日） 
 「採用の局面における個人情報の収集をめぐる規制―アメリカ法・フランス法からの示唆
―」報告者＝河野奈月（明治学院大学講師） 

「パーソナルデータの保護と利活用に関する国際法上の規律」 報告者＝石井由梨佳（防
衛大学校講師） 
●第 15回研究会（2018年 3 月 28日） 
 「新しい EU データ保護法とデータ保護監視の新組織――ヨーロッパ行政連携の正統化の
諸問題」 報告者＝ベッティーナ・シェーンドルフ－ハウボルト（ギーセン ユストゥス－
リービッヒ大学教授） 
●第 16回研究会（2018年 7 月 12日） 
 「税務情報交換の進展と情報保護規範の衝突」 報告者＝吉村政穂（一橋大学教授） 
●第 17回研究会（2019年 2 月 20日） 
「金融 API に関する議論の整理、Fintech 事業者の規制改革に関する議論のポイント、及

びデータ取引市場・情報銀行に関する視点の提供」 報告者＝落合孝文（弁護士（渥美坂井
法律事務所・外国法共同事業）） 

○公開シンポジウム 
●「個人情報保護法改正と今後の課題」（2015年 12月 19 日） 

「プライバシー・個人情報保護の国際的動向と日本の対応」 堀部政男（特定個人情報保
護委員会委員長） 

「法改正の概要と施行に向けて」 岡本剛和（内閣官房 IT 総合戦略室企画官） 
「改正法の課題―企業法務の視点から」 菅原貴与志（弁護士・慶應義塾大学教授） 
「改正法の課題―プライバシー権論の視点から」 山本龍彦（慶應義塾大学教授） 
パネルディスカッション 報告者、司会＝宍戸常寿（研究分担者） 

●「クロアチア共和国のビジネスローの現状と課題」（2016年 11月 22日、共催） 
「ヨーロッパのデータ保護改革」 Tihomir Katulic（ザグレブ大学准教授） 

●「医学研究における個人情報保護のあり方と指針改正」（2017年 3月 17日） 
「医学研究における個人情報保護の概要と法改正の影響」 米村滋人（研究分担者） 
「平成 29年改正・人を対象とする医学系研究に関する倫理指針について」 矢野好喜（厚

労省室長補佐） 
「三省合同会議での議論と今後の展望」 横野恵（早稲田大学准教授） 
「医学研究の現場からみた倫理指針改正の課題」 田代志門（国立がん研究センター室長） 
パネルディスカッション 報告者、司会＝米村滋人（研究分担者） 
※シンポジウムの成果は NBL1103 号(2017年)号の特集として掲載された。 

●「カメラ画像の保護と利活用に関する公開シンポジウム」（2018年 7月 13 日） 



「個人情報保護の枠組みとカメラ画像の保護」 小川久仁子（個人情報保護委員会事務局
参事官） 
「カメラ画像の利活用の課題―法的立場から」 星周一郎（首都大学東京教授） 
「カメラ画像の利活用の課題―技術的立場から」 菊池浩明（明治大学教授） 
パネルディスカッション 報告者、若目田光生（日本電気株式会社データ流通戦略室長）、

渡邊涼介（弁護士（光和総合法律事務所））、司会＝宍戸常寿（研究分担者） 
※シンポジウムの成果は NBL1132～1134 号(2018年)号の特集として掲載された。 

 さらに各班において、関係者との情報交換等を通じて、パーソナルデータをめぐる動きの背
景にある諸要因等を把握し、日本内外の法制度及び実態の調査を進めた。 
 
４．研究成果 
 本研究は、パーソナルデータに関わる法分野を横断的に検討し、それぞれの保護と利活用の
構造とその特性を明らかにした。本研究は、研究開始以降、番号法の運用、個人情報保護法の
改正、次世代医療基盤法の制定といった法整備に加えて、インターネット上の検索結果の削除
や GPS 捜査に関する最高裁判決といった判例の展開、さらに個人情報保護に関する医学研究・
医療分野の指針の改定、Fintech やカメラ画像の利活用等について官民の取り組みといった、
パーソナルデータの保護と利活用に関する多様な動向について、適時に研究会を開催し、研究
分担者を含む各法分野の最先端の研究者による報告と質疑を得ることで、各法分野の保護と利
活用の構造と特性を把握し、この観点から例えば各種専門職能に課されている守秘義務及び刑
罰による担保の意義を再評価してきた。他方、日 EU間の個人データ域外移転に関する十分性認
定、AIのあり方に関する議論等、国際的な取組をも進み、そうした中でパーソナルデータに関
する刑事実務上の課題や公的部門に対する監督のあり方など、国内法制とグローバルスタンダ
ードの調整が必要な課題も明らかにしてきた。 
本研究はまた、パーソナルデータの高度な利活用がプライバシーにとって深刻な脅威となり

うる一方、課題解決を通じてより多様な生き方を包摂し構成員の尊厳を確保する社会（Society 
5.0）をもたらすことを明らかにしつつ、よりきめ細やかな実体的な調整の方向性を示した。例
えば資産情報は個人にとってセンシティヴ情報であると同時に、その利活用によって新たな金
融サービスの展開が期待されており、現に金融 API等の取組や Fintech事業者に対する規制改
革が進められている。カメラ画像も技術の高度化や位置情報との組み合わせにより個人が継続
的に監視追跡されるおそれがある反面、万引対策やリピート分析等により効率的な社会運営へ
の貢献が期待されており、カメラ画像が個人識別符号に該当しうることを前提にした規律が必
要である。雇用者・被用者双方にとって適切な採用を実現するためには、アメリカやフランス
の事例を参照しつつ、労働者の個人情報の保護と利活用について適切なバランスを設定し直す
ことが有用であることも明らかになった。他方、遺伝情報や医学研究分野では、個人情報保護
法による一般的規律が研究・医療サービスの特殊性と調和しない側面があり、特別法を含めた
規制の見直しが必要であることも本研究で明らかにされた。 
最後に本研究は、手続的・組織的規律、ソフトロー、データ保護・管理技術や経済的インセ

ンティブの活用、自主規制・共同規制等の組み合わせを通じて、データ利活用に関する透明性
と個人のコントローラビリティを高める必要性を明らかにした。この点では、まずは現在の法
制及び EU の GDPR等の動向もふまえて、個人情報保護委員会の体制を強化し、課税・捜査など
の特性にも配慮しながら監督権限を公的部門に拡大すると同時に、各種ガイドラインの適切な
見直し、認定個人情報保護団体制度の有効活用が、適切である。また、インターネット上の検
索結果の削除については、安易な法規制や「忘れられる権利」の実定化よりも、検索エンジン
事業者による自主的な削除基準の策定・運用によって、表現の自由・知る権利とプライバシー
のより適切な調整が図られること、同時に透明性の確保が課題であることを明らかにした。ま
たデータの保護と利活用について、安心してデータを流通させられる環境の整備と同時に、透
明性と個人のコントローラビリティを高める情報銀行のようなしくみの導入により、パーソナ
ルデータの保護と利活用を両立させられることも明らかにした。 
以上のように、本研究は、各法分野に固有のデータの保護と利活用のあり方を明らかにする

とともに、パーソナルデータ利活用のもたらすリスクと便益の調整について各分野を横断する
きめ細やかな調整の方向を示し、あわせて柔軟な規制手法の組み合わせの意義と課題を明らか
にした。最後に、公開シンポジウムの開催や、研究組織に所属する研究者が、精力的に研究成
果を論文・図書や学会報告、政府等での検討の場で発信し、例えば社会保障・税番号、地方行
政、捜査、医学研究・医療、金融、カメラ画像、情報銀行等に関する政策や実務に影響を与え
ていることが、本研究の社会的意義として挙げておきたい。 
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